（令和４年12月16日）
寝屋川市農業委員会議事録
寝屋川市農業委員会
寝屋川市農業委員会総会議事録
１　開催日時　　令和４年12月16日（金）午後４時00分から午後４時50分
２　開催場所　　寝屋川市役所　議会棟５階　第二委員会室
３　出席委員（14名）　※番号は席番号（８番、16番は欠番）
１番　奥野　清一　　　　　　　　　　　　　２番　溝口　透（農政企画委員長）

３番　冨田　順治  　　　　　　　　　　　　４番　中東　敬夫
５番　北野　紀美子　　　　　　　　　　　　６番　田伏　隆雄（農地調整委員長）
７番　奥野　隆雄（会長）　　　　　　　　　９番　木邨　公重
10番　西尾　晴雄　　　　　　　　　　　　　11番　中橋　弘
12番　小野　信次　　　　　　　　　　　　　13番　川口　茂明
14番　北川　康裕　　　　　　　　　　　　　15番　金谷　伸太郎
４　欠席委員（１名）

17番　南　昌男（会長職務代理者）
５　遅刻委員（０名）

　　
６　議事日程
　　第１　議案第９号　農地法第３条第１項による許可について
　　第２　報告第34号　農地法第４条第１項第８号による転用届出に係る専決報告について
第３　報告第35号　農地法第５条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について
第４　報告第36号　生産緑地に係る農業の主たる従事者証明についての証明について

７　農業委員会事務局職員

　  事務局長　猪俣　由紀子　　　　　　　　　　職員　　　阪本　一彦
　　職員　　　田中　直樹
８　議長　会長　奥野　隆雄
９　会議の概要
（　午後４時00分　開会　）
　議長（奥野会長）　みなさん、こんにちは。
定刻になりました。12月の委員会総会を始めさせていただきたいと思います。
それでは、寝屋川市農業委員会会議規則により会長が総会の議長を務めることになっておりますので、議事を進行させていただきます。
本日は委員１名が欠席ということですので、委員15名のうち14名が出席し、出席委員は過半数以上で総会は成立いたしますので、ただいまより委員会総会を開催いたしたいと存じます。
それでは、議事に入らせていただきます。
議案第９号　農地法第３条第１項による許可について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　　議案第９号　農地法第３条第１項による許可について、ご説明申し上げます。
（議案第９号　件番１朗読）

件番１につきましては、11月22日に受付を行い、12月６日の農地調整委員会において現地調査及び譲受人に対する聴聞を実施し、審査を行いました。
場所は、寝屋川公園の中の農地４筆でございます。
許可要件の判断基準については、まず、全部効率利用要件があり、これは、所有権等の権利を受ける者が、当該農地の許可後に耕作等の事業に供すべき農地等のすべてを効率的に利用して、耕作等の事業が行われるかどうかを判断するものでございます。
申請人の所有している本申請以外の農地は、すべて寝屋川市内にございますが、事前に事務局において他の農地の耕作状況も問題ないことを確認しております。
次に、農作業常時従事要件について、これは所有権等の権利を受ける者の年間耕作日数によって判断するものです。原則年間150日以上と農地法で規定されていますが、大阪府が定める耕作日数は60日以上であり、農作業を行う必要がある限り、当該農作業に従事していれば常時従事していると認めています。
本件の所有権等を受ける者は、年間180日程度農業に従事しており、基準の150日を超えておりますので、許可要件に達するということを確認しております。
次に、下限面積要件について、本市農業委員会が定める下限面積の2,000㎡を上回っていることから、許可の条件を満たしております。今回の申請における譲受人は譲渡人の息子にあたります。本件は同一の農家世帯内での贈与になりますので、議案書の経営面積に今回の贈与される面積も含まれています。従って、許可後の経営面積は6,269㎡のままでございます。
地域との調和要件については、所有権等を受ける者が本件農地の所有権移転の許可後において、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的利用の確保に支障をきたすおそれは無いと認められるため、本要件を満たしていると考えられます。
通作距離については、自宅から車で５分程度ですので、通作距離にも問題はございません。
以上でご説明を終わらせていただきます。

　議長　　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１については12月６日に農地調整委員会を開催し、現地調査及び譲受人を呼び出して聴聞を行っておりますので、農地調整委員長から報告をお願いします。
　農地調整委員長　　ただいま、事務局から説明があったとおり、12月６日に農地調整委員会を開催し、現地調査及び申請人に対する聴聞を行いました。
申請地については、きれいに耕作されていました。寝屋川公園については、今後、土地区画整理事業が実施される予定でありますが、その前に贈与しておくというものです。
今回申請のあった４筆のうち１筆については、何十年も前から工務店の資材置場として無断転用状態になっていたのですが、地区担当委員が間に入ってミカンの木が植えられるまでに、農地に原状回復されました。
　議長　　　　　　　ただいま、農地調整委員長より説明がありましたが、地区担当委員、何かご意見等ございますか。
　地区担当委員　　　弁護士が入り違法状態が解消されました。
　　
　議長　　　　　　　何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
　　　　　　　　　ご質問等がないようですので、件番１について許可してよろしいでしょうか。
（「異議なし」の声あり）
　　　　　　　　　　ご異議がないようですので、許可いたします。
次に報告第34号　農地法第４条第１項第８号による転用届出に係る専決報告について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　　報告第34号　農地法第４条第１項第８号による転用届出に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
（報告第34号　件番１朗読）

件番１につきまして、場所は池田地区の市立桜小学校を少し南東側へ進んだところの池田本町の住宅街の中の農地でございます。
本件は10月25日に受付を行い、10月31日に地区担当委員に連絡の上、事務局で現地確認を行い、11月10日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は写真のとおりでございます。
本農地は昭和39年に住宅を建築しており、今日まで地目が変更されないままとなっておりました。今般、土地の形質変更するにあたり、地目を変更するために届出があったものです。経過書を徴取しております。
（報告第34号　件番２朗読）

件番２につきまして、場所は高宮地区にございます権現堂池を南へ少し下ったところにございます農地でございます。
本件は11月８日に受付を行い、11月８日に地区担当委員に連絡の上、事務局で現地確認を行い、11月24日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は写真のとおりでございます。
本農地は1970年頃にスロープ・倉庫へと転用しており、その際に農地法の届出を行うべきところ、失念していたとして経過書を徴取しております。
以上で報告を終わらせていただきます。
　議長　　　　　　 ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１について、地区担当委員から報告をいただくところですが、本日、欠席でございますので事務局の説明で何かご質問等ございませんか。
（「なし」の声あり）
　議長　　　　　　ご質問等がないようですので、件番２について、地区担当委員からご説明をお願いします。
　地区担当委員　　ただいま、事務局から説明があったとおりでございます。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に報告第35号　農地法第５条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　報告第35号　農地法第５条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
（報告第35号　件番１朗読）

件番１につきまして、場所は一級河川寝屋川沿いを下ったところ、河北大　　橋の少し手前の農地です。
本件は11月22日に受付を行い、地区担当委員にご連絡の上、11月22日に事務局で現地確認し、11月24日に会長専決により届出を受理したものです。
本件は一戸建て住宅へと転用する予定です。建物の建築に際して、開発許可を取得することから、雨水の排水計画等は問題ないものと思われます。
現況は画面の通りでございます。
被設定人は、設定人のお孫さんにあたります。
今回、設定人は被設定人の土地を借り受け、自宅を建築するものです。
雨水排水については、今後、開発許可を取得することから、問題ないものと思われます。
現況は画面の通りでございます。
（報告第35号　件番２朗読）

件番２につきまして、場所は下木田地区の住宅街の中に残った農地でございます。
本件は11月29日に受付を行い、地区担当委員に連絡の上、11月29日に事務局において現地確認し、12月５日に会長専決により届出を受理したものです。
本件は、一戸建て住宅へと転用する予定です。被設定人は、設定人のお孫さんにあたります。
今回、設定人は祖母に当たる被設定人の土地を借り、自宅を建築するものです。
雨水排水については、今後、開発許可を取得することから、問題ないものと思われます。
現況は画面のとおりでございます。
以上で報告を終わらせていただきます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１について、何かご質問等ございますか。
　委員　　　　　　本件農地の転用面積は23㎡となっておりますが、平面図では自宅敷地すべてが農地転用の区域として示されています。
　事務局　　　　　申し訳ございません。今回、農地転用する筆は自宅敷地の北側の一角になります。
　議長　　　　　　他にご質問等がないようですので、次に件番２について、地区担当委員のからご説明をお願いします。
　地区担当委員　　ただいま、事務局から説明があったとおり、自宅の庭敷地に農地がございまして、新たに居宅に農地転用する部分を分筆されています。
　　　　　　　　自宅の敷地内ですので、雨水排水は問題ありません。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に報告第36号　生産緑地に係る農業の主
たる従事者証明についての証明について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　報告第36号　生産緑地に係る農業の主たる従事者証明についての証明について、ご説明申し上げます。
本証明につきましては、生産緑地の主たる従事者を証明するもので、市への買取り申出を行うにあたり必要となる手続となります。
それでは、説明させていただきます。
（報告第36号　件番１朗読）
　　　　　　　　　 件番１につきまして、場所は木屋地区の友呂岐神社のすぐ南側の農地でございます。
本件の買取申出事由は死亡です。
現況は画面のとおりでございます。
11月27日に事務局において現地確認をし、12月９日に会長専決いたしました。
以上でご報告を終わらせていただきます。
　議長　　　　　　 ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１について、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、本日の議事案件は以上でございます。
　　　　　　    　  次に事務局、連絡事項等ございますか。
　事務局　　　　　「令和４年度農地パトロールの実施について」説明。
事務局長　　　　「大阪府肥料価格高騰緊急対策支援金について」説明。
「令和５年１月開催の北河内地区農業委員会連合会の研修会について」説明。
　議長　　　　　　以上をもちまして、12月度の委員会総会を閉会させていただきます。
長時間にわたり慎重審議いただきましてありがとうございました。

（　午後４時50分　閉会　）
前記は、会議のてんまつを記載したものに相違なく、ここに署名捺印する。
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